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第
八
条
の
二
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
第
七
条
第
三
号
又
は
第
四
号
」
を
「
第
七
条
第
二
号
又
は
第
三

号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

心
身
の
故
障
に
よ
り
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き

本
人
又
は
そ

の
法
定
代
理
人
若
し
く
は
同
居
の
親
族

第
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
前
条
」
の
下
に「（
第
三
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）」を
加
え
、

同
項
第
三
号
中
「
同
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
」
を
「
同
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
免
許
を
受
け
た
一
級
建
築
士
又
は
二
級
建
築
士
若
し
く
は
木
造

建
築
士
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
一
級
建
築
士
又
は
二
級
建
築
士
若
し
く

は
木
造
建
築
士
の
免
許
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

前
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
。

二

前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
く
て
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
事
実
が
判
明
し
た
と
き
。

第
十
条
の
二
の
二
第
五
項
中
「
第
九
条
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
十
条
の
二
十
三
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
禁
錮こ

」
を
「
禁
錮
」

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
五
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

心
身
の
故
障
に
よ
り
講
習
事
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の

第
十
条
の
三
十
六
第
一
項
中
「
第
五
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
中
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
」
の
下
に
「
、
第
十
条
の
二
十
三
第
五
号
中
「
講
習
事
務
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
十
二
条
の
二
の
講
習
の
実
施
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
講
習
事
務
」
と
い
う
。）」
と
」を
加
え
、

「
、「
講
習
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
二
条
の
二
の
講
習
の
実
施
に
関
す
る
事
務（
以
下「
講
習
事
務
」と
い
う
。）」

と
」
を
削
る
。

第
二
十
三
条
の
四
第
一
項
第
二
号
中
「
第
五
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
八
号
」
を
「
第

九
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
第
五
号
」
を
「
第

六
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

六

心
身
の
故
障
に
よ
り
建
築
士
事
務
所
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
も
の

第
二
十
三
条
の
四
第
二
項
第
一
号
中
「
第
八
条
各
号
」
を
「
第
八
条
第
一
号
又
は
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
六
号
」
の
下
に
「
、
第
七
号
」
を
加
え
、「
第
七
号
」
を
「
第
八
号
」
に
、「
第

八
号
又
は
第
九
号
」
を
「
第
九
号
又
は
第
十
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
五
第
二
項
中
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
」
の
下
に
「
、
第
十
条
の
二
十
三
第
五
号
中
「
講
習
事
務
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
第
二
項
の
講
習
の
実
施
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
講
習
事
務
」
と
い
う
。）」
と
」
を
加

え
、「
、「
講
習
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
第
二
項
の
講
習
の
実
施
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
講
習
事
務
」
と

い
う
。）」
と
」
を
削
る
。

第
三
十
八
条
第
五
号
中
「
第
十
条
の
二
十
四
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
条
の
二
十
三
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
一
号
中
「
第
八
条
の
二
」
の
下
に「（
第
三
号
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

（
港
湾
法
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
七
条

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
三
条
の
十
一
第
七
項
第
一
号
中
「
次
号
」
を
「
以
下
こ
の
項
」
に
改
め
、「
成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保

佐
人
又
は
」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

役
員
の
う
ち
に
、
心
身
の
故
障
に
よ
り
埠
頭
群
の
運
営
の
事
業
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
が
あ
る
こ
と
。

（
海
事
代
理
士
法
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
八
条

海
事
代
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
禁
錮こ

」
を
「
禁
錮
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
中

第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

心
身
の
故
障
に
よ
り
海
事
代
理
士
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
も
の

第
十
二
条
の
見
出
し
を「（
登
録
の
抹
消
）」に
改
め
、
同
条
中
「
左
の
各
号
の
一
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
」

に
、「
ま
つ
消
し
」
を
「
抹
消
し
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
か
ら
第
四
号
ま
で
の
一
」
を
「
、
第
三
号
又
は
第
五

号
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
る
。

（
港
湾
運
送
事
業
法
等
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
九
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
又
は
成
年
被
後
見
人
」
を
削
る
。

一

港
湾
運
送
事
業
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
第
四
号

二

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
七
条
第
七
号
、
第
四
十
九
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第

七
十
九
条
の
四
第
一
項
第
三
号

三

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
ハ

四

自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
五
条
第
三
号

五

小
型
船
造
船
業
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
七
条
第
一
項
第
三
号

六

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
五
条
第
三
号

（
宅
地
建
物
取
引
業
法
の
一
部
改
正
）

第
百
五
十
条

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

第
五
条
第
一
項
中
第
九
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
八
号
の
二
を
第
十
四
号
と
し
、
同
項
第
八
号
中
「
第
五
号
」
を

「
第
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
三
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
第
五
号
」
を
「
第
十
号
」
に
改
め
、
同
号

を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
項
中
第
六
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
五
号
を
第
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

十

心
身
の
故
障
に
よ
り
宅
地
建
物
取
引
業
を
適
正
に
営
む
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
も
の

第
五
条
第
一
項
中
第
四
号
を
第
八
号
と
し
、
第
三
号
の
三
を
第
七
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
二
中
「
第
十
八
条
第

一
項
第
五
号
の
二
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
中
第
三
号
を
第

五
号
と
し
、
第
二
号
の
三
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
二
を
第
三
号
と
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

第
十
八
条
第
一
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
四
号
の
二
を
第
四
号
と
し
、
第
八
号
を
第
十

一
号
と
し
、
第
七
号
を
第
十
号
と
し
、
第
六
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五
号
の
三
を
第
八
号
と
し
、
第
五
号
の
二
を
第

七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
三
中
「
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
三
」
を
「
第
五
条
第
一
項

第
四
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

心
身
の
故
障
に
よ
り
宅
地
建
物
取
引
士
の
事
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
も
の
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第
二
十
一
条
第
二
号
中
「
又
は
第
三
号
か
ら
第
五
号
の
三
ま
で
」
を
「
か
ら
第
八
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
」に
改
め
、

同
条
第
三
号
中
「
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
第
十
二
号
」に
、「
そ
の
後
見
人
又
は
保
佐
人
」

を
「
本
人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
若
し
く
は
同
居
の
親
族
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
宅
地
建
物
取
引
業
の
業
務
に
関
し
行
つ
た
行
為
の
取
消
し
の
制
限
）

第
四
十
七
条
の
三

宅
地
建
物
取
引
業
者
（
個
人
に
限
り
、
未
成
年
者
を
除
く
。）が
宅
地
建
物
取
引
業
の
業
務
に
関

し
行
つ
た
行
為
は
、
行
為
能
力
の
制
限
に
よ
つ
て
は
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
十
条
の
二
の
五
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
第
三
号
又
は
第
三
号
の
二
」
を
「
第
五
号
又
は
第
六
号
」
に
改
め
、

同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

心
身
の
故
障
に
よ
り
指
定
流
通
機
構
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
も
の

第
五
十
二
条
第
七
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

第
五
十
二
条
第
七
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ

心
身
の
故
障
に
よ
り
手
付
金
等
保
証
事
業
を
適
正
に
営
む
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
も
の

第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
第
四
号
イ
中
「
第
四
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

心
身
の
故
障
に
よ
り
宅
地
建
物
取
引
業
保
証
協
会
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の

第
六
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
号
か
ら
第
三
号
の
三
ま
で
又
は
第
八
号
の
二
」
を
「
第
五
号
か
ら
第
七
号

ま
で
、
第
十
号
又
は
第
十
四
号
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
第
三
号
の
三

ま
で
」
を
「
第
七
号
ま
で
又
は
第
十
号
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
中
「
第
五
号
の
三
ま
で
」
を
「
第
八
号
ま
で
又
は
第
十
二

号
」
に
改
め
る
。

（
旅
行
業
法
の
一
部
改
正
）

第
百
五
十
一
条

旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
六
号
中
「
成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
」
を
「
心
身
の
故
障
に
よ
り
旅
行
業
若
し
く
は

旅
行
業
者
代
理
業
を
適
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
八
号
ま
で
」
を
「
第
四
号
ま
で
又
は
第
八
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
号
を

第
五
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

二

営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
そ
の
法
定
代
理
人
が
第
六
条
第
一
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
こ
の
項
第
四
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

三

心
身
の
故
障
に
よ
り
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
を
適
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
も
の
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

四

法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
役
員
の
う
ち
に
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
前
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
第
六
号
ま
で
」
を
「
第
四
号
ま
で
若
し
く
は
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第

三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
六
号
ま
で
」
を
「
第
四
号
ま
で
並
び
に
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第

三
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
」
を
「
第
八
号
若
し
く
は
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二

号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
第
五
号
中
「
又
は
第
六
号
」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

申
請
者
の
役
員
の
う
ち
に
心
身
の
故
障
に
よ
り
そ
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
が
な
い
こ
と
。

第
五
十
八
条
第
二
項
中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
第
五
号
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
六
号
」
を
加
え
る
。

（
土
地
区
画
整
理
法
の
一
部
改
正
）

第
百
五
十
二
条

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
八
条
第
五
項
中
「
又
は
第
三
号
」
を
削
る
。

第
六
十
三
条
第
四
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
禁
錮こ

」
を
「
禁
錮
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と

す
る
。

（
空
港
法
の
一
部
改
正
）

第
百
五
十
三
条

空
港
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
禁
錮こ

」
を
「
禁
錮
」に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

心
身
の
故
障
に
よ
り
空
港
機
能
施
設
事
業
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
も
の

（
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
百
五
十
四
条

不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
破
産
者
で
」
を
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
」
に
改
め
、

同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
禁
錮こ

」
を
「
禁
錮
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
中

第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

心
身
の
故
障
に
よ
り
鑑
定
評
価
等
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
も
の

第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
と
き
。」を
「
と
き
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
第
十
六

条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
一
」
を
「
第
十
六
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
」
に
、「
と
き
。」を
「
と

き
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

第
十
六
条
第
七
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き

本
人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
若
し
く
は
同
居
の
親
族

第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
破
産
者
で
」
を
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第

十
六
条
第
六
号
又
は
第
七
号
」
を
「
第
十
六
条
第
五
号
又
は
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
又
は
成
年
被
後

見
人
」
を
削
る
。

第
六
十
一
条
中
「
第
十
九
条
第
一
項
」
の
下
に「（
第
三
号
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

（
船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
百
五
十
五
条

船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

申
請
者
の
役
員
の
う
ち
に
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
が
な
い
こ
と
。

第
七
条
第
一
項
第
四
号
中
「
禁
錮こ

」
を
「
禁
錮
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

申
請
者
の
役
員
の
う
ち
に
、
心
身
の
故
障
に
よ
り
船
員
雇
用
促
進
等
事
業
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

者
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
が
な
い
こ
と
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
る
。




